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(57)【要約】
　容器（２７）はボックス（２８）およびリッド（２９
）を備え、リッドは横断方向の主ヒンジ線（中央ヒンジ
セクション（３０）と二つの隣接するヒンジセクション
を横切って延びる主ヒンジ線（５））を介してボックス
に従属し、中央ヒンジセクションは切断部によって二つ
の隣接するヒンジセクションから分離され、中央ヒンジ
セクション（３０）は中央ヒンジセクション（３０）と
リッド（２９）を接続する上部ヒンジ線（２２）によっ
て、および中央ヒンジセクション（３０）とボックス（
２８）を接続する下部ヒンジ線（２３）によってさらに
区切られ、主ヒンジ線は上部ヒンジ線（２２）と下部ヒ
ンジ線（２３）の間の中央ヒンジセクション（３０）を
横切って延び、また容器（２７）は、一方の側をリッド
後部壁（６）から２ｍｍ～１５ｍｍ離れてリッド上部壁
（８）の内側に接続させ、かつもう一方の側を中央ヒン
ジセクション（３０）の下方でボックス（２８）に接続
させている付勢部材（２６）をさらに備え、この付勢部
材（２６）は、容器（２７）が閉じている時にリッド（
２９）を付勢して閉じるように張力下にあり、また容器
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ボックスおよびリッドを備える容器であって、前記リッドが横断方向の主ヒンジ線を介
して前記ボックスに従属し、前記主ヒンジ線が前記容器の中央ヒンジセクションおよび二
つの隣接するヒンジセクションを横切って延び、前記中央ヒンジセクションが切断部によ
って前記二つの隣接するヒンジセクションから分離され、前記中央ヒンジセクションが前
記中央ヒンジセクションと前記リッドを接続する上部ヒンジ線および前記中央ヒンジセク
ションと前記ボックスを接続する下部ヒンジ線によってさらに区切られ、前記主ヒンジ線
が前記上部ヒンジ線と前記下部ヒンジ線の間で前記中央ヒンジセクションを横切って延び
、かつ前記容器が、一方の側を前記リッド後部壁から２ｍｍ～１５ｍｍ離れて前記リッド
上部壁の前記内側に接続させ、またもう一方の側を前記中央ヒンジセクションの下方で前
記ボックスに接続させている付勢部材をさらに備え、前記付勢部材が、前記容器が閉じて
いる時に前記リッドを付勢して閉じるように張力下にあり、また前記容器が開いている時
に前記リッドを付勢して開くように前記中央ヒンジセクションを通って延びる、容器。
【請求項２】
　前記付勢部材が、前記リッド後部壁から３ｍｍ～８ｍｍ離れて前記リッド上部壁の前記
内側に取り付けられている、請求項１に記載の容器。
【請求項３】
　前記付勢部材が、エラストマー、特に不繊エラストマーを含む、請求項１または２に記
載の容器。
【請求項４】
　複数の付勢部材を備える、請求項１～３のいずれか一項に記載の容器。
【請求項５】
　前記付勢部材が熱接合、特に超音波溶接によって前記リッドおよび前記容器に接続され
ている、請求項１～４のいずれか一項に記載の容器。
【請求項６】
　細長い物品、特に喫煙物品、スペーサー物品、またはこれらの混合物を備える、請求項
１～５のいずれか一項に記載の容器。
【請求項７】
　ボックスおよびリッドを有する容器のための細長いブランクであって、前記細長いブラ
ンクは、
　ボックス画定部分とリッド画定部分と、を備え、
　前記リッド画定部分が横断方向の主ヒンジ線を介して前記ボックス画定部分に従属し、
前記主ヒンジ線が中央ヒンジセクションおよび二つの隣接するヒンジセクションを横切っ
て延び、前記中央ヒンジセクションが前記二つの隣接するヒンジセクションから切断部に
よって分離され、前記中央ヒンジセクションが前記中央ヒンジセクションと前記リッド画
定部分を接続する上部ヒンジ線および前記中央ヒンジセクションと前記ボックス画定部分
を接続する下部ヒンジ線によってさらに区切られ、前記主ヒンジ線が前記上部ヒンジ線と
前記下部ヒンジ線の間の前記中央ヒンジセクションを横切って延び、また前記細長いブラ
ンクが、一方の側を前記リッド後部壁から２ｍｍ～１５ｍｍ離れて前記リッド上部壁の前
記内側に接続させ、かつもう一方の側を前記中央ヒンジセクションの下方で前記ボックス
に接続させている付勢部材をさらに備え、前記付勢部材が、前記形成された容器が閉じて
いる時に張力下にあり、前記リッドを付勢して閉じるように構成されていて、また前記形
成された容器が開いている時に前記リッドを付勢して開くように前記中央ヒンジセクショ
ンを通って延びるように構成されている、ブランク。
【請求項８】
　前記ヒンジ線および折り曲げ線の各々が、互いに別個に、エンボス線付きまたは分割線
付きである、請求項７に記載のブランク。
【請求項９】
　前記付勢部材がエラストマー、特に不繊エラストマーを含む、請求項７または８に記載
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のブランク。
【請求項１０】
　複数の付勢部材を備える、請求項７～９のいずれか一項に記載のブランク。
【請求項１１】
　前記付勢部材が熱接合、特に超音波溶接によって前記リッド画定部分および前記ボック
ス画定部分に接続されている、請求項７～１０のいずれか一項に記載のブランク。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、容器とリッドを備えるヒンジリッド容器に関し、容器が開いている時にリッ
ドは付勢されて開いており、また容器が閉じている時にリッドは付勢されて閉じている。
本発明は、こうしたパックのためのブランクにも関する。
【背景技術】
【０００２】
　容器およびリッドを備える本タイプのパックは、食品および喫煙可能物品などの数多く
のタイプの消費財を収容するために使用される。容器およびリッドは典型的に、ヒンジ（
多くの場合、一体的に形成されたヒンジ）を介することによって互いに接続され、これは
容器を開く際にリッドが容器から枢動して離れることができるようにし、これによって消
費者は内側の消費財にアクセスでき、その後パックを再閉鎖するために枢動して戻る。ヒ
ンジの構造の材料は典型的に、特にこれが容器およびリッドと一体的に形成される時に、
開位置または閉位置のうちの一方または他方を選んで付勢する。これは消費財を容器の中
から円滑に取り出すことを妨げる場合があり、または容器を開いた後に完全かつ効果的に
閉じることを妨げる場合がある。容器がフリップトップ（商標）タイプのヒンジリッドパ
ックである場合、容器が完全に閉じていない時、こうした容器の内側フレームが見えるよ
うになる場合があり、これはいわゆる「スマイリング」効果と呼ばれる。リッドを開いた
まま保持するために、こうした容器にバネを含めることが独国特許第ＤＥ６６５５７５号
から周知である。リッドを閉じたまま保持するために、バネと相互作用するさらなる要素
が存在してもよい。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明の目的は、スマイリングを低減させた容器を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明の第一の態様によると、容器はボックスおよびリッドを備えて提供され、リッド
は横断方向の主ヒンジ線を介してボックスに従属し、主ヒンジ線は中央ヒンジセクション
および二つの隣接するヒンジセクションを備え、中央ヒンジセクションは切断部によって
二つの隣接するヒンジセクションから分離され、かつ中央ヒンジセクションは、上部ヒン
ジ線（上部ヒンジ線は中央ヒンジセクションとリッドを接続する）および下部ヒンジ線（
下部ヒンジ線は中央ヒンジセクションとボックスを接続する）によってさらに区切られて
いる。付勢部材は、一方の側で中央ヒンジセクションの上方でリッドに接続され、もう一
方の側で中央ヒンジ線の下方でボックスに接続されている。付勢部材は、容器が閉じてい
る時にリッドを付勢して閉じるように張力下にあり、また容器が開いている時にリッドを
付勢して開くように中央ヒンジセクションを通って延びる。
【０００５】
　使用時、中央ヒンジセクションは上方および下方のヒンジ線に沿って容器の後部壁の外
向きに折れ曲がることになる。これは、リッドがヒンジ線の周りを後ろ向きに枢動された
時に、付勢部材が中央ヒンジセクション通して曲げられることを意味するが、付勢部材は
ヒンジ線の下方の位置で曲げられる。これは、リッドが後ろ向きに枢動するに従って、付
勢部材がまず、さらに引き延ばされ、容器の後部壁上の付勢部材の二つの保持点の間の距
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離を延長することを意味する。しかし、リッドがさらに曲げられると、付勢部材の延長が
最大になる変曲点がある。その点の後、付勢部材は主ヒンジ線の周りで引き延ばされず、
下部ヒンジ線および上部ヒンジ線の周りでのみ引き延ばされるため、リッドをさらに枢動
することは実際に付勢部材の張力を開放し、その結果、付勢部材はさらなる開放を支持し
、かつリッドを開位置に保持する。
【０００６】
　有利なことに、付勢部材は、リッド後部壁から約２～約１５ｍｍ（約３～８ｍｍである
ことが好ましい）の距離のリッド保持点においてリッド上部壁の内側に取り付けられてい
る。従って、変曲点は実質的に、付勢部材が容器の後部壁と平行に整列する点であり、す
なわち、付勢部材のリッド保持点の距離が主ヒンジ線の上になるようにリッドが枢動して
戻る時である。
【０００７】
　本明細書で使用される「容器」という用語は、消費財のためのボックスと、ボックスか
ら消費財を取り出すために開けられ、環境から消費財を保護するために再び閉じられうる
リッドとを備える、実質的に剛直なパッケージまたはボックスを指す。こうしたパッケー
ジは自立型であり、いったん形成されると、消費財のその中への挿入およびそこからの取
り出しの際に著しく変化しないサイズおよび形状を有する。消費財が喫煙物品である場合
、容器は典型的に、喫煙物品の周りに立てられる。有利なことに、本発明による容器はフ
リップトップ（商標）ボックスと同一の形状を有する。容器は実質的に直方体であること
が好ましい。容器は断面が長方形であり、カートンの形態であることがより好ましい。当
然のことながら、本発明によるパックは、その寸法を適切に選ぶことによって、異なる数
の喫煙物品（紙巻たばこなど）を収容するように設計されてもよい。
【０００８】
　本発明の第一の態様による容器は厚紙、板紙、プラスチック、金属、またはその組み合
わせを含むがこれに限定されない、任意の適切な材料から形成されてもよい。厚紙の重さ
は、約１００グラム／平方メートル～約３５０グラム／平方メートルであってもよい。ラ
ミネート紙を使用することが好ましい。例えば、パッケージは、パッケージの意図されて
いる内側の上にポリエチレンがコーティングされたラミネート紙、または外側のクラフト
紙または板紙と内側のポリエチレンコーティングとの間に薄いアルミ箔が挟まれた層で構
築されてもよい。
【０００９】
　本発明の第一の態様によるヒンジ線は、任意の適切なヒンジ機構または曲げ機構を備え
てもよい。有利なことに、ヒンジおよび折り曲げ線の各々は、互いに別個に、エンボス線
付き、切除線付き、折り目付き、または分割線付きである。ヒンジおよび折り曲げ線は折
り目付きであることが好ましい。
【００１０】
　本発明の第一の態様の一実施形態によると、容器は追加的な中央ヒンジセクションを備
えてもよく、各々の追加的な中央ヒンジセクションは各自の付勢部材と関連付けられ、各
々の付勢部材は一方の側で中央ヒンジセクションを超えてリッドに接続され、もう一方の
側で中央ヒンジセクションを超えて容器に接続され、各々の付勢部材は、容器が閉じてい
る時にリッドを付勢して閉じるように張力下にあり、また容器が開いている時にリッドを
付勢して開くように中央ヒンジセクションを通って延びる。こうした事例において、各々
の追加的な中央ヒンジセクションは、ヒンジ線と交差する二つの切断部を備える。
【００１１】
　本発明の第一の態様による付勢部材は、容器が閉じている時にリッドを付勢して閉じ、
また容器が開いている時にリッドを付勢して開く所望の機能を実現する任意の適切な構成
を有してもよい。付勢部材は、中央ヒンジセクションの全体を実質的に横切って延びるよ
うに、切断部のうちの一方からもう一方まで実質的に延びる材料の細片を備えてもよい。
別の方法として、付勢部材は、二つの切断部の間の距離の一部分で、かつ中央ヒンジセク
ション内でのみ側方に延びてもよい。別の実施形態において、二つの切断部の間に、かつ
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中央ヒンジセクション内に配置された二つの以上の付勢部材があってもよい。こうした事
例において、各々の付勢部材はスレッドを備えてもよい。
【００１２】
　本発明による付勢部材は熱接合によって、接着剤によって、機械的手段（一つ以上のス
テープルなど）によって、またはこれらの混合物によって、ヒンジ線の一方の側でリッド
に接続され、ヒンジ線のもう一方の側で容器に接続されてもよい。有利なことに、付勢部
材は熱接合、特に超音波溶接によってリッドおよび容器に接続されている。
【００１３】
　本発明による付勢部材はエラストマー、特に不織エラストマーを含んでもよい。こうし
た材料は当業者に周知である。これは例えば、適用時に引き延ばすことによってリッドお
よび容器に張力下で接続されている。
【００１４】
　付勢部材は、容器が作製されるブランクに適用された時に、既に張力下にあることが好
ましい。別の方法として、付勢部材はそのブランクへの適用後に、例えば付勢部材を（例
えば、加熱を用いて）収縮することによって張力を与えられてもよい。
【００１５】
　本発明の第二の態様によると、ボックスおよびリッドを有する容器のための細長いブラ
ンクが提供され、細長いブランクは、ボックス画定部分およびリッド画定部分を備え、リ
ッド画定部分は横断方向の主ヒンジ線を介してボックス画定部分に従属し、主ヒンジ線は
中央ヒンジセクションおよび二つの隣接するヒンジセクションを備え、中央ヒンジセクシ
ョンは切断部によって二つの隣接するヒンジセクションから分離され、かつ中央ヒンジセ
クションは上部ヒンジ線（上部ヒンジ線は中央ヒンジセクションとリッド画定部分とを接
続する）および下部ヒンジ線（下部ヒンジ線は中央ヒンジセクションとボックス画定部分
とを接続する）によってさらに区切られ、細長いブランクは、一方の側で中央ヒンジセク
ションの上方でリッド画定部分に接続され、かつもう一方の側に中央ヒンジセクションを
超えてボックス画定部分に接続された付勢部材をさらに備え、付勢部材は、形成された容
器が閉じている時に張力下にあり、リッドを付勢して閉じるように構成されており、かつ
形成された容器が開いている時にリッドを付勢して開くように中央ヒンジセクションを通
って延びるように構成されている。
【００１６】
　ここで本発明の一つ以上の実施形態を、添付図面を参照しながら、例証としてのみ説明
する。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】図１は、ヒンジリッドパックを形成するための細長いブランクを示す。
【図２】図２は、付勢部材を備えるヒンジリッド容器を形成するための本発明による細長
いブランクを示す。
【図３】図３は、本発明による、開いている形成された容器の後方からの斜視図を示して
おり、一方の側は切り取られ、形成されたパックの内部を見ることができるようになって
いる。
【図４】図４は、本発明による、開いている形成された容器の前方からの斜視図を示す。
【図５】図５は、本発明による、開いている形成された容器の側面図を示す。
【図６】図６は、本発明による、閉じている形成された容器の側面図を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　図１は、ヒンジリッド容器を形成するための、および本発明による中央ヒンジセクショ
ンを備える細長いブランク１を示す。図１は、中央ヒンジセクションの詳細を曖昧にする
であろう付勢部材を示さない。
【００１９】
　細長いブランクは容器画定部分２とリッド画定部分３を備え、これらはヒンジ線５によ
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って互いに分離されている。
【００２０】
　細長いブランクの長軸方向では、容器画定部分２およびリッド画定部分３は各々、ブラ
ンクの横断方向で実質的に同一の幅を有する複数の長方形のパネルを備え、これらは横断
方向の分割線に沿ってヒンジ線５と平行に相互に折り曲げ可能に接続されている。図１に
示す通り、リッド画定部分３は、ヒンジ線に沿ってブランクの容器画定部分２の長方形の
ボックス後部壁パネル７に接続されている長方形のリッド後部壁パネル６、リッド後部壁
パネル６に接続されている長方形のリッド上部壁パネル８、リッド上部壁パネル８に接続
されている長方形のリッド前部壁パネル９を備える。リッド画定部分３はまた、横断方向
の分割線に沿ってリッド前部壁パネル９に接続されている長方形のリッド前部壁フラップ
１０を備え、これはリッド前部壁パネル９と比較してブランクの横断方向に小さくなって
いる。
【００２１】
　細長いブランクのリッド画定部分は、一対の反対を向いた台形のリッド内側壁パネル１
２をさらに備え、これは長軸方向の分割線に沿って、ヒンジ線５に対して垂直に、リッド
後部壁パネル６の側縁に折り曲げ可能に接続されている。図１に示すように、各々のリッ
ド内側壁パネル１２は、横断方向の分割線によって画定されたヒンジ線５と平行な上縁を
有し、これはリッド後部壁パネル６をリッド上部壁パネル８に接続する横断方向の分割線
と実質的に同一線上の延長部である。各々のリッド内側壁パネル１２の下縁は、角度を付
けた切断部によって画定されている。
【００２２】
　内側壁パネル１２と実質的に同一のサイズおよび形状の、一対の反対を向いた台形のリ
ッド外側壁パネル１４は、それぞれの長軸方向の分割線１５に沿って、横断方向のヒンジ
線５に対して垂直に、リッド前部壁パネル９の側縁に折り曲げ可能に接続されている。各
々のリッド外側壁パネル１４は、リッド上部壁パネル８をリッド前部壁パネル９に接続す
る横断方向の分割線の実質的に同一線上の延長部である横断方向の切断部によって画定さ
れるヒンジ線５と平行な下縁と、角度を付けた上縁１６とを有する。
【００２３】
　ブランクの横断方向でリッド内側壁パネル１２と実質的に同一の幅で、かつブランクの
長軸方向でリッド上部壁パネル８と実質的に同一の長さである一対の反対を向いたリッド
側壁フラップ１３は、リッド内側壁パネル１２の上縁に枢動可能に取り付けられている。
各々のリッド側壁フラップ１３の直角三角形の部分は切り取られる。切り取られる部分は
、側壁フラップ１３と外側壁パネル１４の間の線に沿って、側壁フラップ１３の幅に部分
的に沿って延びる第一の辺を有し、第二の辺は第一の辺に対して垂直に、枢動取付部の長
さと同一線上で部分的に沿って延びる。
【００２４】
　細長いブランクの容器画定部分２は、ブランクの長軸方向において、容器後部壁パネル
７に接続された容器下部壁パネル１７と、容器下部壁パネル１７に接続された容器前部壁
パネル１８とを備える。実質的に同一のサイズおよび形状の一対の反対を向いた台形の容
器内側壁パネル１９および一対の反対を向いた台形の容器外側壁パネル２０は、長軸方向
の分割線に沿ってヒンジ線５に対して垂直に、容器後部壁パネル７および容器前部壁パネ
ル１８の側縁にそれぞれ、折り曲げ可能に接続されている。一対の反対を向いた容器側壁
フラップ２１は、容器下部壁パネル１７の長軸方向の縁に枢動可能に取り付けられている
。
【００２５】
　図１において符号Ａで記されている、細長いブランクの丸で囲った部分は、ヒンジ５の
いずれかの側に位置する中央ヒンジセクションを強調表示している。中央ヒンジセクショ
ンは、上部折り目２２および下部折り目２３、ならびに切断部２４、２５をさらに備える
。
　図２は、図１に図示されているものと同一のブランクを示し、これはヒンジ線５の一方
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の側でリッド画定部分３に取り付けられている、およびヒンジ線５のもう一方の側で容器
画定部分２に取り付けられている付勢部材２６をさらに備える。この図において付勢部材
２６は、中央ヒンジセクションの表示を曖昧にする。
【００２６】
　図３は、容器２８およびリッド２９を備える形成された容器２７の後方からの斜視図を
示し、リッドは開いていて、容器の主要面に対して直角にヒンジ線のところで枢動されて
いる。この図では、形成された容器２７の内部が見えるように内側壁パネルおよび外側壁
パネルが一方の側で取り除かれている。上部折り目２２および下部折り目２３によって区
切られた中央ヒンジセクション３０は、容器から折り曲げて離され、その頂点でヒンジ線
５と直角を成して図示されている。中央ヒンジセクション３０を区切りもする切断部２４
のうちの一つによって形成された開口部を通って延びる付勢部材２６を見ることができる
。
【００２７】
　図４は、容器２８およびリッド２９を備える形成された容器２７の（今度は前方から見
た）別の斜視図を示し、リッドは開いていて、容器の主要面に対して直角にヒンジ線のと
ころで枢動されている。中央ヒンジセクションの一部を見ることができる（また、残りの
部分を破線で見ることができる）。付勢部材２６は中央ヒンジセクションを通って延びる
。
【００２８】
　図５は、容器２８およびリッド２９を備える形成された容器２７の側面図を示し、リッ
ドは開いていて、容器の主要面に対して直角にヒンジ線のところで枢動されている。図５
において符号Ｂで記されている、容器の丸で囲った部分は、中央ヒンジセクションを強調
表示しており、付勢部材がリッドを付勢して開くように中央ヒンジセクションを通って延
びているのを見ることができる。
【００２９】
　図６は、容器２８およびリッド２９を備える形成された容器２７の側面図であり、リッ
ドは閉じられている。この構成において、中央ヒンジセクションは見えないが、付勢部材
２６がリッドを付勢して閉じているのを見ることができる。使用時、付勢部材は容器の内
容物、例えば喫煙物品によってさらに偏向されてもよい。
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【要約の続き】
（２７）が開いている時にリッド（２９）を付勢して開くように中央ヒンジセクション（３０）を通って延びる。
【選択図】図４
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